
1．問題の所在と本論の目的
2006年から開始された厚生労働省の委託事業である「地域若者サポートステーション」（以下「サ

ポステ」と表記）は、働くことに悩みを抱えた15歳～49歳までの方を対象に就労に向けた支援を

行っている。これまで支援対象年齢は39歳までであったが、「就職氷河期世代支援に関する行動計画

2019」の「3．個々人の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援」、「（1）アウトリーチの展開」、

「③地域若者サポートステーションの支援対象の拡大、福祉機関等へのアウトリーチの強化」に組み

込まれたこともあり、対象年齢が引き上げられた。具体的には、「全国177か所のサポステにおい

て、支援対象を49歳まで拡大し、就職氷河期世代の無業者に関する相談体制を整備するともに、支

援対象の把握・働きかけのため、生活困窮者自立支援窓口や福祉事務所、ひきこもり支援センターな

どの福祉機関などへのアウトリーチ型支援（出張支援）を実施する」（内閣官房，2019：11）とされ

ている。

新たな支援に組み込まれた「サポステ」事業であるが、その支援現場は決して恵まれたものとはい

えない。若者の支援の現場は、「就職等率60％以上」、「定着率65％以上」、「満足度90％以上」、「新

規登録件数21，700件以上」、「就職等件数13，000件」といった「アウトカム指標」や「進路決定件

数」、「退学中途者情報共有件数」、「アウトリーチからサポステ利用につながった件数」の「アウト

プット指標」の目標値が成果とみなされ、事業委託をめぐる競争関係の強化、支援内容を問わない

「支援」ばかり蔓延している（小川，2020：164－165）。

さらに「サポステ」事業を受託している NPO団体の中には、不正を行った団体もある。「サポス

テ」事業を受託していた NPO法人では、委託費を不正使用していると内部告発があり（朝日新聞，

2016年3月8日朝刊）、厚生労働省は2016年3月29日、2つの法人に約1，182万円返すように命令

した。「両法人は2013、14年度、職員に遅刻、早退、欠勤があったにもかかわらず、出勤扱いとした

出勤簿に基づき課題な人権費を請求していた」（朝日新聞，2016年3月30日朝刊）。
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このような委託費の不正使用の背景には、新自由主義社会における NPOの商業化問題と、他方支

援者に安心、安定な支援環境が提供されていない現状がある。宮本みち子によると、「サポステ」事

業は開始当初から「地域ネットワークを構築することが要件とされ、教育・福祉・保険医療その他の

専門諸機関との連携体制のなかで機能するものと位置づけられてきた」（宮本，2017：72）。しかし事

業開始後、来所する若者の多様性が認識され、働けないだけでなく社会から孤立している若者の現状

が明らかとなった。その結果、国の基準から外れる場合でも支援を引き受けざるをえない状況にあ

り、支援機関の少ない地域ではサポステは何もかも引き受けざるをえない状況にある（宮本，2017：

73）。

このような状況下にも拘らず「サポステ」は、モデル事業時から事業内容に修正を加えながらも多

様な若者たちに対応し、彼らを就労につなげるための支援を継続してきた。また「サポステ」支援事

業に関する研究は多くないものの、サポステ支援の意義と課題に取り組んだ研究、当事者の自己回復

におけるサポステ支援の重要性に関する研究、数カ所のサポステの事例研究など多岐に渡り行われて

きた（小川，2020：161－163）。しかし、「サポステ」で働く支援者の現状と課題については潜在的な

ままである。

そこで本論では、全国の「サポステ」で若年無業者支援者として働いている人を対象に実施した郵

送調査から「サポステ」支援者自身の現状と課題から支援者支援の意義を検討していく。なぜならば

本来のミッションとは、支援者自身が安心し安定した生活保障が整った労働環境で遂行されるべきだ

からだ。

2－1．調査の概要

岩本真実は「支援者にこそ支援を」と表している。岩本によると支援者の作業とは、若者たちの

「生きづらさを認め、理解し、受け入れた上で、彼らが人の付き合い方を学び、生きぬく力をつけら

れるように、一人ひとりに必要な環境を整えるのが私たちの作業である」（岩本，2015：140）。しか

し、前述したように「サポステ」は、国の基準から外れる若者にも対応しながらも目標数値が成果と

されている。

他方、行政の業務委託による「支援の劣化」に危機感を抱いている田中俊英は「朝日新聞」の取材

に対して、「支援の成果を可視化するため、短期間でシンプルな数字による答えを迫られた民間企業

や NPOは、いつの間にか結果を示すのに必死になり、支援の質を後回しにしています」。また、委託

料が安く、単年度契約が少なくないことや不安定な経営で人権費が削られていること、純粋な熱意を

持って働いている人が手取り15万円では家族を養えないことを指摘し、その結果30代になると辞め

ていく人がとても多く、「支援の現場は『20代のやりがい搾取』でもっているようなものです」とコ

メントしている（「朝日新聞」，朝刊，2019年7月12日）。

以上のような現場の支援者の声を手がかりに、本調査ではサポステ支援者の現状や課題を顕在化す

ることを目的に、2020年1月10日から2月3日にかけて全国143カ所の「サポステ」で働く支援者
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（サテライト事業は除く）を対象に郵送調査を実施した。調査対象者はサポステで若者支援者として

働いている方々最大5名を対象1）に、「サポステで働く個人」の立場から回答をいただいた。有効件数

は300件（42．0％）であった。調査項目作成後、郵送調査の手配、郵送調査の実施（リマインダーを

含む）、調査結果の回収は株式会社マーケッティング・サービスへ委託した。

調査項目の「サポステについて」、「母体について」、「サポステ支援について」、「サポステ利用者に

ついて」は、2010年に実施した郵送調査票の一部を加筆修正したものを使用し（小川，2013）、他

方、本調査の目的となる「支援者について」2）は、自分の支援内容に対する誇り、「サポステ」の仕事

へのやりがい、賃金待遇への満足度、支援者支援の必要性などについて質問した。次項からは、支援

内容に対する誇り、やりがい、賃金の満足度および個人属性である性別と婚姻の有無と支援者支援の

必要性の分析結果とともに、支援者支援について検討していく。

2－2．サポステ・母体の概要

まず「サポステ」事業組織を把握するために、「サポステ事業年数」、「所属母体」、「所属母体の活

動目的」についてみていく。

「サポステ事業年数」については、「6年目～7年目」が22．0％（66）、「12年目～13年目」が

17．7％（53）、「10年目～11年目」が12．3％（37）であり、「14年目」が10．0％であった。モデル事

業として開始された年度からサポステ事業を受託している団体もあれば、2019年度が初年度の団体

もあることから、その事業年数は多岐に渡っていることがわかる。次いで「所属母体」では、「認定

NPO法人」15．3％（46）、「NPO法人」52．7％（158）と約8割が NPO母体の「サポステ」で若者の

支援者として働いていることがわかる。最後に「所属母体の活動目的」では、「若者就労支援」が

82．0％（246）、「若者自立支援」が59．3％（178）、「ひきこもり支援」が50．0％（150）、「障害者福

祉」が32．7％（98）、「不登校支援」が32．0％（96）、「地域福祉」が30．0％（90）であった。

サポステとは、「働くことに踏み出したい若者たちとじっくりと向き合い、本人やご家族の方々だ

けでは解決が難しい『働き出す力』を引き出し、『職場定着するまで』を全面的にバックアップする

厚生労働省委託の支援機関」3）であるが、母体は多様な専門領域を有し、活動目的としている団体であ

ることがわかる。他方、事業年数のばらつきや団体の支援目的の多様性など単年度事業の特徴が見ら

れる。

2－3．「サポステ」支援者の支援者支援に対する意識

次に「サポステ」支援者の支援者支援に関する意識についてみていく。まず、「支援者支援の必要

性」では、「非常に必要だと思う」30．0％（87）、「必要だと思う」52．4％（152）、「あまり必要ではな

い」16．9％（49）、「全く必要ではない」が0．7％（2）であった。「必要である」と回答している支

援者が82．4％（239）という結果から、多くの支援者が支援者支援が必要と感じていることがわかる

（図1参照）。
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次に「自分の支援内容への誇り」4）と「支援者支援の必要性」5）についてのクロス集計結果では、「誇

りをもっている」と回答し「支援者支援」が「必要である」と回答した人が81．6％（200）、「必要な

い」と回答した人が18．4％（45）であった。そして、自分の支援内容に「誇りがもてない」人で支

援者支援が「必要である」と回答した人は87．5％（28）、「必要ない」と回答した人が12．5％（4）

であった。多くの支援者が自分の支援に「誇りをもっている」ことがわかり、そのほとんどが「支援

者支援」を必要としていることがわかる。

しかし、「自分の支援内容への誇り」と「支援者支援の必要性」について χ2検定をおこなったとこ

ろ、有意な差はみられなかったため、「自分の支援内容への誇り」と「支援者支援の必要性」には関

連がみられなかった（表1参照）。

「『サポステ』の仕事へのやりがい」6）と「支援者支援の必要性」のクロス集計では、「やりがいを感

じている」支援者が273人おり、その中で支援者支援を「必要である」と回答している人が83．2％

図1 支援者支援の必要性

表1 自分の支援内容への誇りと支援者支援の必要性

支援者支援の必要性

必要である 必要ない 合計

自分の支援
内容への誇り

誇りをもっている
度数 200 45 245
％ 81．6％ 18．4％ 100．0％

誇りがもてない
度数 28 4 32
％ 87．5％ 12．5％ 100．0％

合計
度数 228 49 277
％ 82．3％ 17．7％ 100．0％

100 東洋大学人間科学総合研究所紀要 第23号（2021）



（227）、「必要ない」と回答している人16．8％（46）であった。他方、「サポステ」の仕事に「やりが

いを感じていない」人は13人おり、そのうち支援支援を「必要である」と回答している人が69．2％

（9）、「必要ない」と回答している人が30．8％（4）であった。また、「『サポステ』の仕事へのやり

がい」と「支援者支援の必要性」には、χ2検定での有意な差はみられなかった（表2参照）。

次いで「賃金待遇への満足度」7）と「支援者支援の必要性」についてみていく。賃金待遇に「満足し

ている」と回答したのは100人おり、そのうち「支援者支援」を「必要である」と回答している人

は、89．0％（89）、「必要ない」と回答した人は11．0％（11）であった。他方、賃金待遇に「満足し

ていない」と回答した人は185人おり、そのうち支援者支援を「必要である」と回答した人は

78．4％（145）、「必要ない」と回答した人は21．6％（40）であった。「賃金待遇への満足度」と「支

援者支援の必要性」について χ2検定をおこなったところ有意差がみられた（χ2＝4．984，df＝1，p

＜．0．5）ため、「賃金待遇への満足度」と「支援者支援の必要性」には関連がある傾向といえる（表

3参照）。

「性別」と「支援者支援の必要性」をみると、男性が106人で「支援者支援の必要性」について

「必要である」と回答した人は76．4％（81）、「必要ない」と回答した人が23．6％（25）、女性は182

人のうち「必要である」と回答した人が85．7％（156）、「必要ない」が14．3％（26）であった。男女

ともに支援者支援の必要性を感じており、女性の方が必要としている人が多いことがわかる。「性

表2 「サポステ」の仕事へのやりがいと支援者支援の必要性

支援者支援の必要性

必要である 必要ない 合計

「サポステ」の
仕事へのやりがい

やりがいを
感じている

度数 227 46 273
％ 83．2％ 16．8％ 100．0％

やりがいを
感じていない

度数 9 4 13
％ 69．2％ 30．8％ 100．0％

合計
度数 236 50 286
％ 82．5％ 17．5％ 100．0％

表3 賃金待遇への満足度と支援者支援の必要性

支援者支援の必要性

必要である 必要ない 合計

賃金待遇への
満足度

満足している
度数 89 11 100
％ 89．0％ 11．0％ 100．0％

満足していない
度数 145 40 185
％ 78．4％ 21．6％ 100．0％

合計
度数 234 51 285
％ 82．1％ 17．9％ 100．0％
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別」と「支援者支援の必要性」について χ2検定をおこなったところ有意差がみられた（χ2＝3．975，

df＝1，p＜．0．5）ため、「性別」と「支援者支援の必要性」には関連がある傾向といえる（表4参

照）。

「サポステ」で支援を行う人の婚姻状況と「支援者支援の必要性」をみていくと、「法律婚（届出

婚）・事実婚」の人が188人で、支援者支援が「必要である」と回答している人は86．2％（162人）、

「必要ない」としている人が13．8％（26）であった。他方、未婚者は99人で支援者支援が「必要で

ある」としている人は74．7％（74）、「必要ない」としている人は25．3％（25）であった。婚姻状況

と「支援者支援の必要性」について χ2検定をおこなったところ有意差がみられた（χ2＝5．791，df＝

1，p＜．0．5）ため、婚姻状況と「支援者支援の必要性」には関連がある傾向といえる（表5参照）。

他方、「支援者支援の必要性」で「必要」と回答した人に、今後の「サポステ」に必要な支援者支

援をたずねたところ（自由記述式）以下の回答が得られた8）。表6によると、支援者が望む支援者に

対する支援内容とは多岐に渡っていることがわかる。

それは、「支援者数の増加」や「優秀な人材の定着」といった支援者の「人材」に関する支援、支

援者の賃金待遇や研究費用などの「賃金／費用」の支援、研修会の参加や新たな事業に関する研修支

援、スーパーバイザーの配置や心のケアといった「支援スキル向上や支援者の心のケア」に関する支

援、また中央センター、遠方のサポステ、専門家との交流などを含む交流の場作りやノルマ（就職決

表4 性別と支援者支援の必要性

支援者支援の必要性

必要である 必要ない 合計

性別
男性

度数 81 25 106
％ 76．4％ 23．6％ 100．0％

女性
度数 156 26 182
％ 85．7％ 14．3％ 100．0％

合計
度数 237 51 288
％ 82．3％ 17．7％ 100．0％

表5 婚姻の有無と支援者支援の必要性

支援者支援の必要性

必要である 必要ない 合計

婚姻の有無

法律婚（届出
婚）・事実婚

度数 162 26 188
％ 86．2％ 13．8％ 100．0％

未婚
度数 74 25 99
％ 74．7％ 25．3％ 100．0％

合計
度数 236 51 287
％ 82．2％ 17．8％ 100．0％
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定率などの目標値）に縛られない「支援環境」の改善、さらに単年度予算・単年度事業の見直し、支

援者の単年度雇用の見直し、入札制度見直しといった「事業要綱」の改善を求める支援内容あった。

これらの回答からは、サポステの支援現場が人材不足で、スキルアップ向上の機会も与えられない

まま、不安定な環境下で支援を行っていることがわかる。本調査で支援者の昨年の年収（総支給額）

をたずねたところ、「200万円以上300万円未満」が42．7％（128）、「100万円以上200万円未満」が

22．3％（67）、「300万円以上400万円未満」14．3％（43）であった（図2参照）。この結果を参考ま

でに国税局が発表している給与所得者の平均給与436万円9）（国税庁2020）と比較すると200万円ほ

ど低いことがわかる。

表6 今後の「サポステ」に必要な「支援者支援」の内容

人材

支援者数の増加

安定した雇用のなかでの支援員の定着

優秀な人材の定着

賃金／費用

基本賃金の見直し

生活できる水準の賃金確保

残業代の容認

研修費用の補助

支援スキルの向上／
心のケア

支援者に対する研修会やスキルアップの機会の充実

氷河期世代支援にかかわる研修支援

支援者の今後のキャリアを考える支援

スーパーバイザーの配置

支援者に対するメンタルケアのサポートやカウンセリング

支援環境

目標値や就職決定率などのノルマに縛られない、支援者が安定して働くことができる
環境

中央センターとの交流機会

支援者が相談できる環境づくり

支援のあり方など、日常で支援者同士話しができる場作り

他のサポステ、遠方のサポステとの交流や意見交換会の機会

サポステ事例研究の機会

他機関や専門家との交流の場の構築

風通しの良い、職場環境

事業要綱

単年度予算・単年度事業の見直し

支援者の単年度雇用の見直し

入札制度の見直し
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2－4．分析結果のまとめ

以上が、それぞれ支援者の意識および属性と支援者支援に対する意識であった。自分の支援内容へ

の誇り、「サポステ」の仕事へのやりがいと支援者支援の必要性には有意な差はみられなかったが、

圧倒的に支援者支援を必要とする支援者が多いことがわかる。つまり、自分の支援内容への誇りに対

する意識ややりがい意識が、支援者支援を望むことには必ずしもつながっていないことがわかる。

また賃金待遇の満足度では、現在の賃金待遇に満足していない人が62．7％（188）おり約6割の支

援者が満足していない結果であった。賃金待遇の改善は、支援者支援の自由記述のところでも明らか

なように、多くの支援者が最低限の生活ができる賃金保障、多くの支援時間を有するための残業代の

容認などを含む見直しを求めているところである。また、支援者の昨年の年収（総支給額）結果と合

わせても、支援者は決して恵まれた賃金待遇で支援を行なえていないことが確認できた。

また性別では、男性36．0％（108）、女性63．3％（190）で、85．7％の女性が支援者支援を求めて

いる。性別と支援者支援の必要性には関連がみられる傾向にあることから、全体的にも女性支援者が

支援者支援を必要としていることが推測できる。しかし、今回の回答者数からも予測できるように、

若年無業者支援の現場は男性よりも女性の方が多い環境にあることを考慮しなければならない。

最後に婚姻と支援者支援の必要性についてであるが、分析結果から「法律婚（届出婚）・事実婚」

の人が65．0％（195）、「未婚」の人が33．7％（101）と既婚者の支援者が約7割いることがわかっ

た。婚姻の有無と支援者支援の必要性には関連傾向があることから、とくに既婚者の約9割が支援者

支援を求めている傾向と推測できる。それは、サポステ事業が単年度事業の競争入札制度のため、支

図2 年収（総支給額）
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援者の雇用は保障されておらず、賃金保障も不安定である。つまり田中氏が指摘しているような家族

を養えない現状が支援現場の現状であり、結婚、出産などのライフイベントを迎え、家庭をもつ人に

とっては厳しい労働環境であることがわかる。サポステ支援者は、ひきこもりなどの若年無業者を就

労へと導く仕事であるが、支援者が若者と向き合える支援環境を提供されているとはいいがたい。

3．若年無業者支援における支援者支援の意義

本論では、郵送調査の結果からサポステ支援者の現状と支援者の支援者支援の意識についてみてき

た。2000年に入りひきこもりやニートの若年無業者の問題が可視化され、政策的課題として認識さ

れるようになってから多くの政策的対応がおこなわれてきた。しかし、それらは問題を抱えた当事者

および当事者家族に対する支援であり、彼らを支援する支援者への配慮は見過ごされてきたといえ

る。

サポステのような行政からの委託事業では、支援内容よりも行政が評価できる「成果」が目的とさ

れる。渡辺寛人は、事業委託により当事者支援とは別に雇用の維持と事業委託の継続が目的となり、

本来の目的が歪められ「行政の下請け化」へと向かう論理が生じてくることを指摘している（渡辺、

2019：55）。この「行政の下請け化」は、当然サポステ事業にも生じている。厚生労働省が開示する

2014年度から2016年度までの「地域若者サポートステーション 事業実績一覧」データを使用し、

政策的意図の変遷によってサポステ事業全体の関心が焦点化されていく趨勢や支援活動の変容などを

実証的に把握した小山田建太によると、サポステ事業では「事業評価の観点に基づき合理的かつ効率

的な事業運営を目指す実態が確認された」（小山田、2019：123）。それは本来の若者支援が求める目

的と実際に評価される指標が乖離しているところであり、支援者が支援者支援で求めている改善点で

もある。

また、渡辺が指摘する「行政の下請け化」が常態化することで、団体継続が第一目的となり、その

結果ステークホルダーが増加し、複数の団体からプレッシャーを調整するコストと団体のミッション

との間に齟齬が生じ、ミッション・ドリフト10）状態になる可能性もある。

若年無業者支援の場はこれまで当事者課題が最優先と考えられてきたが、本論では彼らを支援する

支援者たちの課題も当事者同様に重要な課題であることを示した。サードセクター調査に基づく基礎

的分析をおこなった仁平典宏は、NPO法人について、近年採用を積極的に行ってきた点は評価でき

るが、他方、常勤職員の年収の最低水準が他団体と比較すると低く、「やりがい搾取」のような働き

方が広がっていないか懸念されるとしている（仁平、2018：22）。前述した調査結果からも明らかな

ように、95．6％の支援者が「サポステ」の仕事へやりがいを感じているが、他方賃金待遇について

は64．2％の人が満足していないと回答している。また、結婚・出産などで新たな家族をもつ人に

とっては、厳しい労働環境であることが確認できている。サポステ事業は、NPO法人の受託団体が

多いことからも「やりがい搾取」のような働き方が行われていることが推測できる。

以上が、若年無業者支援における現状である。今後、早急に対応するべき課題は、支援者が安心し
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て支援できる土台づくりである。そのためにも「毎年の競争入札を廃止し、継続型の事業への変

更」、「優秀な人材の確保および支援者数の増加を目指した、賃金の引き上げ」、「支援者の心のケアの

充実」、「支援者の支援スキル向上を目的とした研修機会の充実」、「目標値などの事業評価の廃止」と

いったように、支援者個人の支援および事業要綱を検討することが必要不可欠といえる。
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注

1）本調査を実施するにあたり「サポステ」を統括している事業所に現状の「サポステ」支援者数を確認したと

ころ現場での支援者数は流動的なため正確な支援者数（非正規雇用支援者、有償無償ボランティア）が把握

できていないため、このような方法で調査を実施した。また検定箇所については、母集団が不明であったた

め本来の標本調査の手続きとは異なるものの、本調査結果はサポステ研究の一事例として有効と考えるため

検定を行っている。

2）「支援者について」は、「これまでの若者支援経験年数」、「『サポステ』での若者支援経験年数」、「『サポス

テ』での週の労働日数」、「『サポステ』支援および若者支援にかかわる資格所持の有無と資格内容」、「自分の

支援内容に対する誇り」、「『サポステ』の仕事に対するやりがい」、「現在の賃金待遇に対する意識」、「現在の

勤務時間に対する意識」、「支援者支援の必要性」、「支援者支援の内容（自由記述式）」、「ミッション・ドリフ

トについて」、「『サポステ』支援についてふだん思っていること（改善点など）」、「『サポステ』支援者になっ

た理由」を質問項目とした。

3）厚生労働省 人材開発統括官「サポステって、どんなところ？」）

https://saposute-net.mhlw.go.jp/about.html（2020年9月15日閲覧）

4）郵送調査の調査票の選択肢では、「非常に誇りをもっている」、「誇りをもっている」、「あまり誇りがもてな

い」、「全く誇りがもてない」の4尺度とした。しかし本論では、「非常に誇りをもっている」と「誇りをもっ

ている」を「誇りをもっている」、「あまり誇りがもてない」と「全く誇りがもてない」を「誇りがもてな

い」に変数値の再割当てを行い分析した。

5）郵送調査の調査票の選択肢では、「非常に必要だと思う」、「必要だと思う」、「あまり必要ではない」、「全く必

要ではない」の4尺度とした。しかし本論では、「非常に必要だと思う」と「必要だと思う」を「必要であ

る」、「あまり必要ではない」と「全く必要ではない」を「必要ない」に変数値の再割当てを行い分析した。

以下、「支援者支援の必要性」については同様である。

6）郵送調査の調査票の選択肢では、「非常にやりがいを感じている」、「やりがいを感じている」、「あまりやりが

いを感じていない」、「全くやりがいを感じていない」の4尺度とした。しかし本論では、「非常にやりがいを
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感じている」と「やりがいを感じている」を「やりがいを感じている」、「あまりやりがいを感じていない」

と「全くやりがいを感じていない」を「やりがいを感じていない」に変数値の再割当てを行い分析した。

7）郵送調査の調査票の選択肢では、「非常に満足している」、「満足している」、「満足していない」、「全く満足し

ていない」の4尺度とした。しかし本論では、「非常に満足している」と「満足している」を「満足してい

る」、「満足していない」と「全く満足していない」を「満足していない」に変数値の再割当てを行い分析し

た。

8）ここでは216名が今後の「サポステ」に必要な支援内容に回答した。本論では一部を要約し抜粋している。

9）「平均給与」とは、「給与支給総額を給与所得者数で除したもの」である（国税庁、2020、3）。

10）ミッション・ドリフトとは、「サードセクター組織が本来行うべき社会的活動以外の事業活動に資源を集中さ

せる結果、社会的な目的＝ミッションから遠ざかってしまう問題」のことである（小田切、2017）。
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【Abstract】

The present situation of unemployed youth supporter

─An investigation of supporters in regional youth support stations─

Yukiko OGAWA＊

Youth unemployed support is provided to young people in order to assist them in finding employment. However, in the sup-

port network of a neo-liberal society, appraisal of that support takes precedence over the actual support content. Therefore, it

can be said that the original purpose of supporting unemployed youth and the subsequent appraisal are different. In addition,

the working environment of supporters in this field can be considered unstable. In this paper, a mail survey was conducted

with the aim of clarifying the current situation of unemployed youth supporters and their related support issues. The results

show a clear need for support for unemployed youth supporters.

Key words : Unemployed youth supporter, Support for unemployed youth supporters, Unemployed youth, Regional youth

support stations, mission drift

若年無業者支援とは、当事者である若者と向き合いながら就労につなげる支援である。しかし新自由主義社会
における支援現場は、支援内容よりも事業評価が重視されているため、本来の若年無業者支援の目的と評価指標
が乖離している。また、若年無業者支援に関わる支援者たちには、十分な支援環境が担保されているわけではな
い。そこで本論では、支援者たちの支援の現状と支援課題を明らかにすることを目的に実施した郵送調査データ
を手がかりに、若年無業者支援者支援の意義を検討している。若年無業者支援の場において早急に向き合わなけ
ればならない課題とは、事業体制、賃金、支援者の心のケアと研修機会、事業評価の改善を目指した支援者支援
である。
キーワード：若年無業者支援者、若年無業者支援者支援、若年無業者、地域若者サポートステーション、ミッ
ション・ドリフト
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